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カキのノロウイルスに係る平常時水準調査（案） 

平成 31年 4月 

食品安全政策課 

 

１ 背景 

  ノロウイルスは、我が国の食中毒事件発生件数の約 2割及び食中毒患者数

の約 5割の原因となっており、食品衛生上重要な危害要因である。ノロウイ

ルス感染者はふん中にウイルスを排出し、排出されたウイルスが直接人から

人へ感染、あるいはウイルスにより汚染された食品を介して間接的に感染す

る。 

  カキは、下水処理場等の排水中に含まれるノロウイルスを中腸線に蓄積す

るため、古くからノロウイルス食中毒のリスクを高める食品として知られて

いる。カキのノロウイルス対策については、ウイルスによる汚染が少ない海

域で生産することが基本であると国際的に認識されており、国内において

も、下水の浄化処理、生産海域の区分、カキの出荷時検査等の対策が実施さ

れている。一方、ノロウイルスについて実施されている検査の精度は必ずし

も十分管理されておらず、各海域で生産されているカキが平常時にどの程度

ノロウイルスを保有しているのか、食中毒流行時にはカキの汚染がどの程度

変化するのか、さらには生産海域で実施されている各種の対策がノロウイル

ス汚染の低減にどの程度効果があるのかといった定量的な分析は、これまで

行われていない。 

同様の課題は海外においても共通であり、欧州 13か国はカキのノロウイル

ス検査方法を統一し、欧州地域で生産されるカキのノロウイルスに係る平常

時水準の情報を収集することを目的として、2016年から調査を開始した。 

日本においては、2018年に食品安全委員会がノロウイルスに係る食品健康

影響評価のリスクプロファイルを取りまとめた。この中で、カキを中心とし

た二枚貝のリスク低減措置の研究・開発とともに、養殖海域のモニタリング

システムの検討が課題であると指摘している。 

 

２ 調査目的 

  我が国で生産されるカキの平常時におけるノロウイルスの汚染水準を、精

度管理された定量検査法により明らかにする。 

平常時の汚染水準を明らかにすることにより、食中毒の流行など異常時に

おける汚染水準の上昇が客観的に検出可能となり、当該地域における衛生管

理対策の必要性の有無を明確にできるほか、実施した対策の効果検証が可能
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となることが期待される。 

 

３ 調査計画 

（１） 調査の概要及び調査体制 

我が国の主要生産道府県で生産されるカキについて計画的にサンプルを

集め、農林水産省が指定する検査機関に送付し、平常時におけるノロウイ

ルスの汚染濃度を定量的に測定する。 

ノロウイルスの汚染には季節性があることから、サンプルは出荷時期

（10～翌年３月）を通して毎月採取する。また、平常時の水準を明らかに

するため、調査は２年間行う。 

農林水産省は、主要生産道府県及び学識経験者をメンバーとする調査委

員会を開催し、詳細な調査計画の策定、調査の進行管理及び調査結果のと

りまとめを行う。 

調査委員会は、平成 31年 6月及び 8月を目途に２度、東京都内で開催す

る。また、必要に応じメール等により追加の協議等を行う。 

 

（２） 調査道府県 

我が国においてカキを生産している 20道府県（平成 29年度実績）に調

査への参加を募る。参加道府県は、調査委員会に参加し、農林水産省と協

力して調査を進める。 

 

（３） サンプルの採取 

①  サンプルの採取数 

生産地で生産されるカキのサンプルは、当該地域及び我が国全体の状

況を代表する結果が得られるよう、統計学的にサンプルの採取数を決め

る。 

各道府県は農林水産省と相談し、それぞれに割り振られたサンプルの

採取数を、各道府県内の主要生産海域にさらに割り振る。 

②  サンプルの採取時期 

 サンプルは出荷時期（10月から翌年 3月）を通して、1海域あたり毎

月 1回採取する。各道府県あたり 1～3海域を予定（参加する道府県数

により変動する可能性有）。毎月の採取日程は、各道府県が農林水産省

及び生産者と協議のうえ決定する。 

 平常時の水準を明らかにするため、調査は平成 31から 32年度の２年

間行う。 

③  サンプルの採取と検査機関への送付 
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    各生産海域及び道府県間でサンプルの採取方法等を平準化するため、

調査委員会においてサンプルの採取や送付等の方法の詳細を定める。各

道府県は生産海域ごとのカキのサンプルを当該方法により採取のうえ、

農林水産省が指定する検査機関に送付する。 

    サンプルは、以下の情報と合わせて送付する。記載様式は農林水産省

が指定する。 

      ・サンプル番号 

     ・採取場所コード 

   ・採取日時 

   ・採取者 

   ・生産情報（養殖期間、生産方法（懸垂、○〇等）） 

④  生産海域ごとの関連情報の収集 

 各道府県がカキの生産衛生管理を検討するうえで重要と考えられる関

連情報（流域人口や地形、降水量などの生産海域の環境、当該地域にお

ける食中毒の流行、一般細菌数や大腸菌数等、生産者が行っている生産

管理方法等）について、調査委員会で検討を行うとともに、必要な情報

を収集する。 

 

（４）検査機関における分析 

  ① 検査機関 

    検査機関は、当該機関の分析能力等を確認の上、農林水産省が指定す

る。 

  ② 検査項目 

    検査機関は、カキサンプルのノロウイルス（RNAコピー数）、一般細菌

数、大腸菌数及び腸炎ビブリオ数を測定する 

  ③ 分析方法 

    ノロウイルスの分析方法は、農林水産省が妥当性確認を行った方法と

する。 

  ③ 調査サンプルの保存 

    測定後の剰余サンプル（カキまたは抽出 RNAの逆転写反応物）は、追

加調査等に使用することができるよう、最低 2年間保存する。 

 

４ 報告 

   調査結果は調査委員会でとりまとめのうえ、調査終了後に公表する。その

際、海域は匿名にするなどして、特定できないようにする。 

 


